
湿地を取り巻く現状

2014年５月に環境省は湿地（湿原と干潟）が有

する経済的な価値の評価結果を発表した（環境省，

2014a）。特異な生態系として生物多様性保全上重

要であることに加えて、生態系サービスの観点で

も様々な恵みを我々にもたらしてくれる湿地の価

値を認識する一つの試みといえる。その背景には

20世紀以降、急速に湿地が減少または劣化してき

たことがある。これは日本だけではなく（例えば、

山川ほか 1999）、世界的な傾向でもある（例えば、

世界自然保護基金（WWF）がまとめたLiving
 

Planet Indexより）。

湿地が他の生態系にも増して劣化が進んできた

理由は、保全の難しさにあると考える。自然科学

的には水および物質の収支バランスで成り立って

いるため変化に脆弱なこと、流域や隣接域と密接

に関わること、生態学・水文学・土壌学・地理学

など様々な分野が複合していること、効果や影響

が出るのに時間がかかることなどがあげられる。

また社会的には、河川や森林、農地などと異なり

法的な管理責任が曖昧で多岐にわたること、地形

的に利用しやすく常に開発圧に晒されてきたこ

と、民有地が多く（Fujita et al. 2009）土地のも

つ公共性に対する社会的な合意と仕組みが不十分

で開発の制限が難しいことなどがあげられる。

近年、日本においても湿地の保全に関する知見

の蓄積は相当に進んできているものの、その取り

巻く現状は依然として厳しく、直接的な消失のみ

ならず、隣接する排水路による水位低下などの間

接的な原因（駆動因）によって劣化が進行してい

る。加えて、国土強靱化法や災害対策の強化によっ

て自然環境への圧力が過大に進められることも懸

念される。その一方で、自然再生事業の対象とし

て湿地の復元対策も各地で進められている。その

際、生態系の状態本位ではなく事業化しやすいと

ころが優先されがちな面も否めず、広域的視点で

どのように優先度をつけ、事業間に有機的関連性

を持たせるかが一つの課題といえる。特に北海道

に多く分布する泥炭地湿原の再生は容易ではな

く、トライアンドエラーによる情報の蓄積が鍵と

なるだろう。

湿地を保全するには、これまで主にふたとおり

の手立てがあった。一つは現在の状態を維持する、

すなわち個々の価値に着目して保全地域に指定す

ることである。もう一つは、劣化した湿地を回復

させる、または失った湿地を取り戻すという自然

再生（復元）の取り組みである。これらは環境省

や自治体環境部署による取り組みのほか、河川事

業、農地整備事業、道路事業、NGOの取り組みな

ど、個々の主体に委ねられてきている。また、開

発主体による自発的な環境配慮や合意形成に関す
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湿地・湿原

自然環境を保全する新たな手法として、諸外国で実用化が進んでいる生物多様性オフセットが注目

されつつある。これは開発による自然環境への影響を「回避」し、回避できない影響を「最小化」し、

いずれもできない影響について「代償」するという優先順位に基づき開発事業者が行う対策であり、

最終的に影響をゼロまたは失われる以上に復元・回復させるための仕組みである。さらに予め生態系

を復元・創造または回復したものを登録し、開発事業に伴う代償地として充てるバンキングという仕

組みも作られており、広域的視点から代償地を配置することに効果が期待されている。日本では環境

影響評価の仕組みに取り入れる方向で検討が開始された。実用化に際しては、定量的な評価方法、回

避や低減を軽視する懸念、生態系の状態に関する情報整備、アンダーユースの考慮といった課題があ

げられる一方、北海道の泥炭地湿原を対象とした保全効果も期待される。
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る社会的手続きとして環境アセスメント（環境影

響評価）制度があるが、対象となる事業が大規模

であること、計画段階での検討が不十分などのい

くつかの課題が指摘されている。

これらの対策が進められてきたにも拘わらず、

いまだに湿地は失われる方向にある。そこで近年

注目されている仕組みが「生物多様性オフセット」

である。これは、開発事業があっても湿地の総量

を減らさない、むしろ事業が行われるたびに湿地

を増やしていくという発想ともいえる。しかしそ

の反面で課題も多い。ただ、これまでこのような

社会的な仕組みが日本に存在しなかったことが、

減少の一途につながったとの見方もできる。この

仕組みが日本の湿地保全に有効なツールとなり得

るのか、今議論が始まっている。本稿では、既に

海外で実用化されている「生物多様性オフセット」

の仕組みについて概観するとともに、日本におけ

る議論の一端を紹介する。併せて北海道の泥炭地

湿原を考えた場合の可能性と今後の展望に触れ

る。

なお、本稿では「湿地」と「湿原」という言葉

がしばしば混在するが、ここでは水が存在する環

境を広く湿地として捉え、その中で草原的な景観

を有するところを湿原と称することとする。

生物多様性オフセットとは

生物多様性オフセットとは、1960年代にアメリ

カで誕生した考え方で、開発による影響をまず「回

避」し、回避できない影響を次に「最小化」し、

回避も最小化もできない影響について最後の手段

として「代償」するというものである。代償とは、

別の場所で新たに自然を復元・創造したり、劣化

した自然を回復したりすることを意味する。この

ような優先順位をもった手順段階のことをミティ

ゲーション・ヒエラルキー（mitigation hierar-

chy）という（田中 2011）。なお回避にはノーアク

ション案（全面回避）も含むのが基本である。こ

れらの費用は開発事業者が負担することになる。

このような手順を踏んだ結果、実質的に失われ

る自然環境をプラスマイナスでゼロにする（相殺

する＝オフセット）ことを「ノーネットロス」（no
 

net loss）、さらに多くの代償行為によってプラス

が増えることを「ネットゲイン」（net gain）とい

う（図１）。プラスというのは、例えば失われる湿

地と同じタイプの湿地を、失われる量（例えば面

積）よりも多く復元や回復させることを意味する。

いい事ずくめの仕組みに思えるが、課題もある。

果たして失われた生態系と同じ生態系を作り出す

ことができるのか、代償という言わば等価交換に

ついて複雑な生態系のどこに注目し、どのように

評価するのか（特定の種、洪水調整の機能など）、

そして代償することが不必要な開発を促すことに

つながらないか、といったことである。田中（2011）

は、「代償ミティゲーションをとおして、失われる

自然の貴重さや深刻さを認識するのが本質であ

る」と述べている。

生物多様性オフセットによく登場する用語につ

いてもう少し説明したい。開発が行われる場所の

隣接地で代償することを「オンサイト」（on site）、

離れた場所で対策をとることを「オフサイト」（off
 

site）という。また同じ生態系タイプで代償する、

例えば湿原が失われた分だけ湿原を復元すること

を「インカインド」（in kind）、異なった生態系タ

イプで代償することを「アウトオブカインド」

（out of kind）という。失われる森林を湿原や干

潟で代償する場合などがアウトオブカインドに当

たる。本来、質や価値が同等でなければ、代償に

よって生物多様性や生態系への影響をオフセット

したとはいえないが、それを測るための正確な評

価手法は現実には困難であり、他国を見てもこれ

だという手法は見出されていない。林（2010）は

「オフセットというより代償することで影響を軽

減しようとするものである」と述べている。

生物多様性オフセットの仕組みは、既に多くの

国で実用化されている。50カ国を超える国で何ら

かの制度化を行っているともいわれる。アメリカ

では1950～60年代にダム建設に伴う環境影響の

議論が起こり、その中で代償の考えが生まれたと

される。1969年に国家環境政策法（NEPA）が制

定され、環境影響を緩和する手段として生物多様

性オフセットが位置づけられ、その後1972年の水

質保全法（CWA）改正で湿地開発に代償が、さら

に1973年の絶滅危惧種法（ESA）で希少生物のハ

ビタット（生息地・生育地）確保が義務付けられ

たことで本格的に運用されていった。

図１ 生物多様性オフセットの概念とミティゲー

ション・ヒエラルキー
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さらに湿地に関して、1987年に開催された

National Wetland Policy Forumの議論が元に

なり、翌年の大統領選でブッシュ（父）氏は湿地

の面積と質をこれ以上減らさないというノーネッ

トロス政策を選挙公約に掲げ、当選後これを実行

に移し、今日の礎を作った（林 2010，田中 2009）。

息子のブッシュ氏も2004年のアースデイに、向こ

う５年間で300万エーカーの湿地を復元・回復・

保護し、そのために３億4,900万ドルを費やすと

スピーチし、湿地保護政策を表明している。

ドイツは1976年連邦自然保護法で生物多様性

オフセットを規定し、EUは2004年に環境責任指

令（Environmental Liability Directive）を発し

て開発事業者に生物多様性オフセットを義務づけ

ている。オーストラリアは2007年に生物多様性オ

フセットのガイドラインを定め、州を中心として

取り組まれている（田中 2009）。ちなみにアメリ

カでは生物多様性オフセットのことを代償ミティ

ゲーションと称し、ドイツは代償措置、オースト

ラリアは生物多様性オフセットと称するなど国に

よって呼び方がやや異なる。

生物多様性オフセットは、当初は個々の事業ご

とに回避→最小化→代償という手順を踏んで行わ

れてきたが、この個別のやり方では事業者にとっ

て多くのリスクがある。代償が難しい場合、当初

の予定よりも多くのコストがかかってしまわない

か、開発事業者は必ずしも自然再生のプロではな

く専門化や技術の確保が容易ではない、代償たる

自然再生が失敗してしまうおそれはないか、と

いったことである。事業者のリスクは代償の失敗

につながり、自然環境を保全する上でもマイナス

となる。そこでこれらのリスクを低下させるため

に編み出された仕組みがバンキングと呼ばれるも

のである。それによって、生物多様性オフセット

という〝負担（コスト）"からビジネス機会の創出

（ベネフィット）へと変わっていくことになった。

バンキングという仕組み

バンキング（banking）とは予め湿地などの生態

系を復元・創造または回復したものを、銀行のよ

うにクレジットとして貯蓄しておいて、自ら代償

地が必要になった場合や他の事業者が代償を必要

とする場合に、相当するクレジット分を相殺また

は金銭で売却する仕組みである（図２）。炭素の排

出量を取引するカーボンクレジットと基本的に同

じ仕組みであるが、炭素の排出量の算定方法は万

国共通であるのに対して、生物多様性は二つとし

て全く同じ生態系は存在せず、しかも複雑な構造

を持っているので、どのようにクレジットを評価

して交換可能とするかが難題となる。評価方法を

複雑にすると使いにくくなり、単純化すると実態

が反映されにくくなるというジレンマがあり、バ

ンキングを導入している各国では経験と議論を積

み重ねて試行錯誤しているのが現状である。

バンキングという仕組みもやはりアメリカで誕

生した。アメリカには主に二つのタイプがある。

一つは湿地を対象としたミティゲーション・バン

キングで、水質保全法を根拠として陸軍工兵隊

（USACE）と環境保護庁（EPA）が所管している。

1990年代初め以降多くのバンクが設立されてお

り、対象地の重要性、代償の方法（創出・回復・

保全管理など）、面積などを考慮した専門家の意見

をもとに州がクレジットの量を決めている（太田

2013）。もう一つは絶滅危惧種の生息生育地を対象

としたコンサベーション・バンキングで、絶滅危

惧種法を根拠として魚類野生生物局（USFWS）が

所管している。貴重種が多く開発圧の高いカリ

フォルニア州に多く設立され、主にハビタットヘ

クタールと呼ばれる生息地面積を基準としてクレ

ジット量が見積もられている（太田 2013）。アメ

リカではこの二つのバンキングを中心として大き

な市場規模で運営されている。

オーストラリアでは州レベルでの取り組みが盛

んで、ビクトリア州のブッシュ・ブローカーとい

うバンキングは自然植生を対象に、ニューサウス

ウェールズ州のバイオバンキングは絶滅危惧種と

その生態系を対象に運用され、自然環境の状態や

保全管理の取り組みに応じてスコアを算出し、必

要なクレジット量を決めている（太田 2013）。ド

イツは行政機関がバンクを有する点が特徴で、公

共事業の一部として進められている印象が強い。

また開発事業者による代償が困難な場合は、金銭

による支払いが認められているのもドイツの特徴

である（太田 2013）。

このようなバンキングという経済的動機付けを

図２ バンキングの仕組み
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持った仕組みによって、言わば専門機関に復元や

回復事業を行ってもらい、それをクレジットとし

て購入することで、専門技術者を自前で持たなく

てもよく、失敗や不確実性のリスクをなくし、開

発事業と時間差なく代償地が確保できるという利

点が生まれる。多くの地域で奨励され運用ケース

が増加している所以といえるだろう。さらにバン

キングにはそれらにも増して大きな利点がある。

それは地域全体で計画的、戦略的に代償地を配置

することができるという点ではないだろうか。個

別に行うオフセットでは無秩序に代償地が確保さ

れるおそれがあり、地域全体として必ずしも望ま

しい状態になるとは限らない（林 2010）。特に広

い生息域をもつ動物などはその点の考慮が時とし

て重要になる。そこでバンキングという仕組みを

より発展させることによって、地域全体を俯瞰す

る観点で代償地を調整し、効果的な自然環境保全

につながる可能性が生まれると思われる。まだ生

物多様性オフセットの仕組みを持たない日本にお

いては、この点を含めて制度を検討していくこと

が重要ではないだろうか。

日本における動向と課題

日本では環境アセスメント制度において、生物

多様性オフセットの検討が始まっている。1997年

には「環境影響評価法に基づく基本的事項」（環境

庁告示第八十七号）第三の二（１）で「環境への

影響を回避し、又は低減することを優先するもの

とし、（中略）損なわれる環境要素の持つ環境の保

全の観点からの価値を代償するための措置（以下

「代償措置」という。）の検討が行われるものとす

ること。」と生物多様性オフセットにおけるミティ

ゲーション・ヒエラルキーの考え方が明記されて

いる。2008年に制定された生物多様性基本法にお

いても「生物の多様性への影響を回避し又は最小」

がうたわれており、さらに2010年２月の中央環境

審議会の答申「今後の環境影響評価制度の在り方

について」を受けて、諸外国における取り組みの

調査（2011年度）がなされ、2014年６月には有識

者の意見を得て「日本の環境影響評価における生

物多様性オフセットの実施に向けて（案）」として

今後に向けた課題と方向がまとめられた。環境省

では生物多様性オフセットのプロセスは、環境ア

セスメント手続きと親和性が高く、既往の合意形

成手続きが活用できるとして制度化に向けて取り

組んでおり、規模要件の拡大や計画段階からのア

セスメントといった従来からの課題も含めて今後

検討が進められるものと期待される。以下では、

環境省の報告書（環境省 2014b）を参考に、日本

における課題について掲げてみたい。

① 評価方法

オフセットとは、言わば失われる場所と復元・

回復・保全される場所の交換であるので、双方の

価値が同じと見なすための定量的な評価尺度が欠

かせない。特定の種に着目して個体数や生息生育

に必要な条件を考慮することは比較的イメージし

やすく、一つの手法となり得る。実際、アメリカ

ではHEP（Habitat Evaluation Procedure）と

いうモデルによる手法が実用化されている。しか

し、生物多様性や生態系機能・価値といった複雑

で複合的な自然環境全体をうまく表現する指標を

設定することは容易ではない。海外ではいくつか

の質についてスコア化（点数化）して面積を乗じ

ることで定量化している例がよく見られる。確か

に客観的ではあるが、日本でこのような数値化が

抵抗感なく受け入れられるか、あるいは専門家の

意見と合意形成を随時交えていく方法が望ましい

のか、いずれにせよ社会が受容可能となるよう試

行錯誤が必要だろう。

② 潜在的な懸念

生物多様性オフセットの最も重要な点は、影響

の回避→最小化→代償という手順（ミティゲー

ション・ヒエラルキー）を踏んでいくことである

が、別な地域で代償すればそれでよいというモラ

ルハザードに対する懸念が常に存在する。自然環

境への影響の回避と低減が軽視されないような仕

組みをどのように作っていくかが課題である。一

方開発事業者にとって、代償に要する費用は廃棄

物処理と同様に利益に結びつかないと見なされる

懸念がある。さらに復元や回復の不確実性という

懸念があり、これは開発側と保護側のどちらに

とってもリスクとなる。特に湿原生態系は復元や

回復は容易ではなく、不確実性は高いといえる。

③ 回避やオフセット用地選定のための情報整備

どのような場所や生態系を回避すべきなのかを

判断するためには、地域において重要と考えられ

る生態系タイプや場所に関する情報の整備と共有

が必要となる。またオフセット用地選定において、

事業者に候補地を紹介する、または前述したバン

キングの仕組みを生かす際にも、そのための情報

整備が不可欠となる。回避のための既存情報とし

ては、各種保全地域のほか、環境省の日本の重要

湿地500 や特定植物群落、自治体が策定してい

る各種計画や指針で示されている地域などがある
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（例えば「未来に伝えたい三田の自然」（三田市

2005））。北海道では、「北海道自然環境保全指針」

（北海道 1989）を策定し、その中ですぐれた自然

地域を掲げている。地域スケールでこのような情

報整備は生物多様性オフセットを実用化する上で

なくてはならないものであり、情報の更新や継続

的な評価が重要となるだろう。それは、先にバン

キングのところで述べた、地域全体での生態系の

多様性やネットワークといった広域的な視点から

の保全管理戦略に関わってくることを意味する。

湿地に関する海外の例として、アメリカでは湿

地インベントリ（目録）がデータベースとして公

開され、政府の政策立案の拠り所として機能して

いる（USFWS 2014）。またカナダオンタリオ州で

は保全のための重要湿地を、生物的要素・社会的

要素・水文的要素・特別要素の４項目で1,000点

満点の得点化によって評価し選定している（浅田

2003，Ontario State 2013）。これらの例では広域

的観点から戦略的な湿地保全に情報が生かされて

いる。「環境アセスメント技術ガイド 計画段階の

環境配慮書の考え方と実務」（環境省環境影響評価

課 2013）において環境影響を受けやすい場に掲げ

られている生態系タイプの多くは湿地となってお

り、地域スケールでどのように湿地や湿原を保全

していくか、今後議論を要すると考える。

④ 技術的課題

冒頭に述べたように、湿地は微妙な水及び物質

の収支バランスで成り立ち、周辺環境とも密接に

関わることから、保全が容易ではないという特徴

がある。これを代償（復元や回復）しようとした

場合、期待どおりの成果に対する不確実性は高い

といえる。その一方で、自然再生事業などを通し

て、様々な試みがなされ、技術的な蓄積も進んで

いる。湿地の復元や回復は、要する時間や費用の

大きさに加え、継続的な監視や順応的管理も必要

とするというリスクを伴うものである。しかし、

例え部分的または擬似的であっても、劣化の回復

や、かつての姿に向けて復元する試みは、失われ

たものの大きさを考えれば極めて重要であり、生

物多様性オフセットの対象用地としての可能性は

十分あると考えられる。そのための、土木・工学・

造園といった技術や、ランドスケープ規模での周

辺との関わりを解析する手法といったノウハウの

蓄積が期待される。

⑤ アンダーユースの考慮

日本における生物多様性劣化の原因の一つとし

て、人の手が加わらなくなったことによるアン

ダーユース（持続的利用がされなくなること）が

あげられている。その代表は里山だが、中部地方

から西に多く分布する湧水湿地は、地域社会と近

接した地理的関係から、その多くが人間の手を加

え続けることで維持されてきたと考えられている

（富田 2014）。例えば湿地内で肥飼料用の採草がさ

れることで植生遷移（ある植物群落が時間ととも

に別の植物群落に変わっていくこと）が抑制され

たり、集水域の森林が択伐利用されることで蒸発

散が抑制され涵養水が維持されたりといったこと

である（図３）。これらの行為の放棄が、湧水湿地

の劣化原因の一つだとすれば、代償行為として人

為的な管理を再開させることでオフセットされる

可能性があると考える。その際、地域住民や活動

グループとの連携や企業のCSR（corporate
 

social responsibility：企業の社会的責任）活動と

のリンク、また生物多様性地域連携促進法 の活

用などもあり得るのではないだろうか。イギリス

ではオフセット地の維持管理を認証された保護団

体の中から公募して運営を委託する例がある（環

境省 2014b）。北海道では隣接する農地との共存

の観点から、用排水路などの農業施設の維持管理

と関わる可能性もあるだろう。

図３ 周辺の樹木を伐採して湧水湿地を保全する試

み（兵庫県宝塚市丸山湿原）

注１ 日本の重要湿地500：ラムサール条約登録湿地の選定や湿地保全の基礎資料とするために、環境省が2001年に選

定した日本国内の500か所の重要な湿地。今年度見直しが行われている。

注２ 生物多様性地域連携促進法：正式名称「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動

の促進等に関する法律」。地域の豊かな生物多様性を保全することを目的として、地域における様々な立場の人々

が互いに連携して生物多様性保全の活動（地域連携保全活動）を促進するために2010年12月に制定された。2011

年10月施行。
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日本への生物多様性オフセットの導入において

は、以上羅列してきたような多くの課題があり、

中には運用と並行して取り組んでいかなければな

らないものも多い。したがって、実際に試験運用

することで具体的な課題抽出や合意形成を図る試

みは有効である。近年いくつかの自治体では挑戦

が始まっている。愛知県では「あいちミティゲー

ション」（愛知県 2013）を試行的に開始し、地域

全体の自然の質の総量を維持向上させる目的で回

避と最小化の後に残る影響を代償する取り組みを

開始した。また埼玉県志木市の自然再生条例

（2001）でも代償が取り入れられ、神戸市では森林

整備にミティゲーションバンクの構想（2012）が

提案されており、実践的な仕組みづくりとして注

目される。

北海道の泥炭地湿原を考える

生物多様性オフセットの対象として北海道の泥

炭地湿原を考えると、二つの関わりがあげられる。

一つは回避対象にすべきかという点、もう一つは

潜在的なオフセット対象地としての可能性であ

る。前者については、その脆弱さ、貴重さ、また

長い時間をかけて形成された泥炭という特殊土壌

を考慮すると、回避対象として最も有力な生態系

の一つといえるだろう。北海道には前述した「北

海道自然環境保全指針」のほか、「北海道湿原保全

マスタープラン」（1994）がある。これらのデータ

を更新し再評価を行うとともに、「北海道生物の多

様性の保全等に関する条例」（2013）に基づく施策

の推進が期待される。

後者について、劣化した湿原を回復、または復

元することに、オフセットのメカニズムを活用す

る余地は多分にあるのではないだろうか。新たな

開発を回避し、オフセットとして湿原を保全する

ということは、アウトオブカインドのオフセット

ということになる。実際にかつてあった状態に戻

すのは極めて困難だといえるが、劣化の程度を一

定の資質水準まで引き上げることは可能と考えら

れ、北海道の生物多様性を向上させていく上でも

大きな意義があると思われる。

泥炭地湿原の場合、何を物差しとしてオフセッ

トするかについて、水文・土壌・植生が密接に関

わり合っている泥炭地の特性を考慮すると、地表

面で形成される植生を始めとする生物を対象とす

るより、その基盤となっている物理化学環境とそ

の作用、すなわち生態系機能に着目するのが合理

的であると考えている。例えば、地下水位レベル

と変動に関わる水文調節機能、水質と関わる浄化

または物質循環機能、土壌と関わる炭素蓄積機能

といったことである。

回復対象となる泥炭地湿原としては、例えば、

月ヶ湖湿原（月形町）、美唄湿原（美唄市）、静狩

湿原（長万部町）など、平野部の小規模湿原を中

心に各地に存在するだろう（図４）。これまで優れ

た自然環境の情報はよく集められてきたが、今後

は劣化した自然環境の情報が重要になってくると

言えるだろう。ではオフセット対象地をどのよう

に選定していけばよいのだろうか。例えばこんな

仕組みはどうだろう。自治体（都道府県）がバン

クを設立し、様々な部署が公共事業として自然再

生した箇所を登録し、開発事業者による代償に代

えてオフセットを代行するというものだ。自然再

生された生態系は保全地域として行政の責任で維

持管理を行うことで、開発事業者の負担減につな

がる。開発事業者は影響に応じた一定の費用負担

をし、行政はそれを自然再生費用の一部に充てて

いくことで、行政による自然再生の促進にもつな

がり、また耕作放棄地や未利用地の活用や土地の

価値を高めることにもつながっていく。さらにオ

フセット対象地選定の地域規模の計画的な仕組み

にもつながる可能性もある。課題としては、異な

る制度間の調整、事業者と行政との費用のやりと

り、バンキングの中立性といった点があげられる。

思いつきの提案ではあるが、日本型のオフセット

として、規制改革とも関連づけることで決して現

実味のない話とは言えないと考えている。

新たな動向と展望

生物多様性オフセットを取り巻く国際的な動き

としては、政府・企業・国際機関・国際NGOなど

が参加するBBOP（Business and Biodiversity
 

Offset Program）がある（大田黒・田中 2009，

田中 2009）。ビジネスセクターによる生物多様性

図４ 乾燥化によってササや樹木が浸入した湿原（美

唄市）
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オフセットの理念と方法論を構築し、ガイドライ

ンを作成することを目的としている。また海外に

おける新たな動向として、太田（2013，2014）は、

特定の種や生物多様性だけでなく生態系機能

や生態系サービス が評価の対象となりつつあ

ること、オフセットを内包した景観レベルでの地

域保全計画の重要性が指摘されていること、将来

の影響を回避するための「保護区設定」や保全・

研究活動に資金を提供するという代償措置、オフ

セットによって自然環境から受ける恵みを享受す

る人が変化すること（受益者分布の変化）、などを

あげている。先に泥炭地湿原は生態系機能が重要

と述べたが、こういった新しい動きは、新たに制

度設計するステージの日本であればこそ、考慮し

ていくことが望ましいと思われる。

最後に、生物多様性オフセットは、これまで日

本人が経験したことのない新しい発想だといえ

る。一つの〝社会ルール"を超えて、経済的動機

をもった自然環境の再生であり、また地域全体を

見渡して我々が失ってきたものを取り戻し、その

配置を見直して質と量をよりよいものに再編して

いく壮大な試みでもある。人口構成とその地域分

布も、また土地利用のあるべき姿も、食料生産や

防災の在り方もこれからさらに変わっていく時代

を迎える。そんな潮流の中で、この聞き慣れない

仕組みと真正面から向き合ってみてもよいのでは

ないだろうか。
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